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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　　会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下のと
おりです。（最終改訂　2019年３月29日）

【社訓・経営基本方針】
（社　訓）
１. 我々は福祉国家建設の一翼を担って社会に奉仕しよう
１. 我々は技術を究め創意をこらし自己の責任を完遂しよう
１. 我々は和信協同し企業の繁栄と共に幸福を創り出そう

（経営基本方針）
　「技術の研鑽と創意に努め、安全と安心の企業ブランドのもと、社会資本整備を通して国家
建設に貢献するとともに、利益追求と社会的責任の調和を実現する。」

当社は、創業時の経営理念を社訓とし、上記の経営基本方針のもと、内部統制委員会の活動を
通じて、適正な業務執行のための体制を整備し、以下の内部統制システムの構築を進めておりま
す。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. コンプライアンスを経営の基本方針とする社内規程（コンプライアンス規程）を制定し、グ

ループ全役職員へ周知徹底させる。
ロ. 会長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス意識の普及・啓発

など、継続的にコンプライアンスを推進する体制を整備し、維持・改善する。（コンプライ
アンス委員会規程）

ハ. グループ全役職員に対し、コンプライアンス・マニュアルの配布や継続的な研修を行い、コ
ンプライアンスの意識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

ニ. 経営企画室長をコンプライアンス担当と定め、独立した部門による内部監査の実施や社員に
よる相互監視を強化し、全役職員での監視体制を確立する。

ホ. グループ全役職員が利用できるコンプライアンスに関する問い合わせ、相談、通報の窓口と
して、社内及び社外に「コンプライアンス相談窓口」を設置し、予防、早期発見、早期解決
できる体制を充実させる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 取締役会等の重要な会議における意思決定に関する情報や各取締役が職務権限規程に基づい
てなした決裁に関する情報など、取締役の職務の執行に係る情報を文書（電磁的記録を含
む。）に適正に記録し、法令、定款及び社内規程（文書取扱規程）等に基づき、適切に保
存、管理する。

ロ. 文書取扱規程に基づき、各文書の主管部署に文書取扱責任者を定め、規定された保存年限の
間保管するとともに、常時、閲覧可能な状態を維持する。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社及び子会社がそれぞれ定める社内規程（リスク管理規程）に基づき、様々な経営危機に
対するリスク管理体制の確立を進める。

ロ. リスク管理に関しては、事前に、事業に関するあらゆる潜在的なリスクを洗い出し、予防策
を講じるとともに、万一リスクが発生した場合にも損失を最小限にとどめるための措置をと
る。
また、リスクが発生した場合は、経営トップへ迅速・確実に情報を伝達し、会社を挙げて処
置にあたり、リスク処理完了後においては再発防止策を策定するなど、組織的なリスク管理
を行う。

ハ. 大規模災害発生時の事業活動の継続を図るため、災害時の事業継続計画を策定し、役職員に
周知する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会の下に社長が議長を務める経営会議を設置し、この経営会議において、取締役会の
議事を充実させるための事前協議を行い、また、取締役会から委譲された権限の範囲内で業
務の執行及び施策の具体的実施などについて審議し、意思決定を行う体制を採っている。

ロ. 執行役員制度を導入し、｢経営上の意思決定・監督機能｣と｢職務執行機能｣を分離すること
で、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図る。

ハ. 取締役会が定めた経営方針に基づき当社の各部門及び子会社は年度毎の業務遂行計画を策定
し、ＰＤＣＡ（計画、実行、検証、改善）サイクルによる目標管理を実践することで当社グ
ループ全体の経営目標達成を図る体制を維持する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 社内規程（関係会社管理規程）に基づき、子会社等の重要事項に対する当社の事前承認、及

び子会社等から当社に対する月次決算や業務に関する定期的な報告などにより、適切なグル
ープの経営管理を実施しており、これを継続していく。

ロ. 当社の監査役による監査や、内部監査部門である考査室の監査、また当社子会社監査役との
定期的な協議を行うなど、子会社の業務の適正を確保する体制を整備する。

ハ. 反社会的勢力に対しては取引を含めた一切の関係を遮断する。また、不当要求に対しては全
社組織を挙げて対応し、警察や弁護士を始めとする外部専門機関と密接に連携する。

ニ. 「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」を制定し、これに基づき業務を運
用し、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項
　監査役より要求があった場合には、専門性を有する補助職員を配置する。

⑦ 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効
性の確保に関する事項
　前項により補助職員を置く場合は、当該補助職員の任命、異動等、人事権に係る事項の決定
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

については、監査役の事前の同意を得ることとする。また、当該補助職員は監査役から業務
遂行に必要な命令を受けた場合、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 取締役は、取締役会や経営会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
ロ. 監査役が取締役及び社員に対してその担当業務に関して報告や調査を求めた場合、取締役及
び社員は迅速かつ的確に対応する。

ハ. 社内の重要書類やリスク情報、内部監査の監査結果報告などについては、随時、監査役に報
告を行う。

ニ. 子会社における重大な法令違反や著しい損害を及ぼすおそれのある重大な事象については、
当社経営企画室への報告を義務付け、報告された内容は、経営企画室が監査役に報告する。
また、当社の監査役は定期的な子会社監査を通じて、子会社の取締役、監査役及び使用人か
ら直接報告を受け、情報収集を行う。

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
　当社は、社内規程（コンプライアンス規程）に基づき、当該報告をしたことを理由として、
当該報告者に対し不利な取扱いを行うことを禁止する。

⑩ 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行につ
いて生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査にかかる諸費用は、監査役会からの年度予算申請に基づき予算措置を行い、緊急又は臨
時に支出した諸費用については、当該監査役の職務に合理的に必要でないと認められた場合
を除き、速やかに処理を行う。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査の実施にあたっては、監査役は内部監査部門と調整を行い、必要に応じて、内部監査部
門と連携し協同して監査を行う。

ロ. 法務、コンプライアンス、リスク管理の担当部署は、監査役が業務を行うにあたり、これを
補助し、協力する。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① コンプライアンスの推進
　当社は、経営理念及び経営基本方針に定めた企業活動を実践するため、グループ全役職員が
遵守すべき行動指針を定めたコンプライアンス・マニュアルを策定し、年１回周知徹底を図る
とともに、行動指針に関わるコンプライアンス研修を実施しております。
　また、当社ではグループ全役職員が利用できるコンプライアンス相談窓口を社内及び社外に
設置し、利用促進の呼びかけメールを配信するなど、問題の早期発見に取り組んでおります。

－ 3 －



2026/05/26 18:14:03 / 25301252_株式会社富士ピー・エス_招集通知
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② リスク管理
　当社及び子会社が定めるリスク管理規程に基づき、会社が抱えるさまざまなリスクに対して
予防策を講じ発生を未然に防ぐとともに、万一発生した場合は、その損害を最小限に止めるた
めの組織的なリスク管理を行っております。
　また、事業継続に重大な影響を及ぼす大規模災害等不測の事態に備え、事業継続計画を策定
し、大規模災害を想定した避難訓練、安否確認訓練を実施しております。

③ 取締役の職務執行の適正及び効率性の確保
　当社は、経営上の意思決定・監督機能と職務執行機能を明確化するため執行役員制度を導入
し、意思決定の迅速化・効率化を図っております。
　また、取締役会が定めた経営方針に基づき、各部門及び子会社は年度毎の業務遂行計画を策
定し、業務執行取締役、執行役員並びに子会社の代表取締役による審査会を四半期毎に開催し
ております。この審査会において、業務遂行計画の進捗状況を確認・検証のうえ、必要な対策
を講じております。

④ 当社グループにおける業務の適正の確保
　当社は、子会社への取締役及び監査役の派遣、内部監査部門である考査室による子会社の業
務監査を通じ、当社グループにおける業務の適正を確保しております。
　また、当社の経営会議は、子会社から月次決算や業務に関する定期的な報告を受け、適切に
グループの経営管理を実施しております。

⑤ 監査役の監査の実効性の確保
　監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会、経営
会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席しております。
　また、代表取締役との意見交換及び社外取締役との連携を行うとともに、会計監査人、内部
監査部門である考査室と定期的に情報交換を実施し、監査の実効性の確保を行っております。

会社の支配に関する基本方針
　当社としては重要な事項と認識しておりますが、現状の株式分布状況を鑑み、買収への対抗
措置の導入はいたしておりません。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 2,379 1,770 8,307 △395 12,062

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234 △234

親会社株主に帰属する当期純利益 993 993

自 己 株 式 の 処 分 5 5

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 759 5 764

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,379 1,770 9,066 △389 12,826

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △1 248 246 12,308

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234

親会社株主に帰属する当期純利益 993

自 己 株 式 の 処 分 5

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 12 57 69 69

当連結会計年度変動額合計 12 57 69 834

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 11 305 316 13,143

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数　　　　１社
連結子会社の名称　　　駿河技建株式会社

非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
株式会社ピーエフ・ディー
Myanmar Fuji P.S Construction Company Limited

（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い
ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま
す。

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。

持分法非適用会社の名称等
持分法非適用の非連結子会社の名称
株式会社ピーエフ・ディー
Myanmar Fuji P.S Construction Company Limited

（持分法を適用していない理由）
　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持
分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないためであります。

３　連結子会社の事業年度等に関する
事項

連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。

４　会計方針に関する事項
（１）資産の評価基準及び評価方法

　イ　有価証券 その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
　は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法
　

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
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連結注記表

　ロ　棚卸資産 製品………………移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）

未成工事支出金…個別法による原価法
材料貯蔵品………移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）

　
（２）固定資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く）…主として定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物　　　　　　　　　　　 7 ～50年
機械、運搬具及び工具器具備品　　　 2 ～12年

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法

　
（３）引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債
権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

（ロ）完成工事補償引当金
　完成工事等に係る契約不適合責任に備えるため、過去の実績に
基づく将来の補償見込額を計上しております。

（ハ）工事損失引当金
　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手
持工事のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、その金額を合
理的に見積もることが可能な工事について、損失見込相当額を個
別に見積もり、同額を引当計上しております。

（ニ）株式給付引当金
　株式交付規程に基づく、当社取締役（社外取締役を除く）及び
執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に
おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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（４）退職給付に係る会計処理の
　　　方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会
計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を
控除した額を計上しております。
　なお、年金資産の額が退職給付債務を超過する場合には、退職給付
に係る資産として計上しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
ります。
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理して
おります。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給
付に係る調整累計額に計上しております。

（５）収益及び費用の計上基準 　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており
ます。なお、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識
する通常の時点については、連結計算書類【収益認識に関する注記】
に記載のとおりであります。

５　のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、10年間の定額法により償却しておりま
す。
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【会計上の見積りに関する注記】
（一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事収益総額及び工事原価総額の見積り）

　当連結会計年度における売上高のうち、一定の期間にわたり収益を認識する方法により計上した売上高
は29,899百万円であります。
　土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業は、請負事業であり、顧客との工事請負契約に基
づき建設工事を行う義務を負っております。土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業におけ
る請負工事契約に基づく履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる
工事の進捗に応じて充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認
識しております。
　一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は、工事収益総額に履行義務の充足に係る進捗度
を乗じて算定しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、工事原価総額に対する発生原
価の割合（インプット法）で算出しております。
　工事収益総額には、当事者間において工事内容の変更等が合意されているが、その対価が契約書等によ
り確定していないものが含まれております。工事内容の変更等に対する対価が確定していないものについ
ては、当事者間において合意した工事内容に基づき契約条件等を考慮して見積りを行っております。
　工事原価総額は、工事の着工時にその時点の工事内容に基づき費目別や工種別に数量と単価の見積りを
行い、工事の進捗状況や工事内容の変更等に応じて見積りの見直しを行っております。
　工事収益総額及び工事原価総額の見積りについては、工事の進捗状況や工事内容の変更等により、その
見積りを継続的に見直しております。工事請負契約は、契約ごとに工事内容が異なり、また、契約によっ
ては工事内容が変更される個別性の強いものであり、工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、一定の
仮定や判断を伴い不確実性があるため、当社及び連結子会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（のれんの評価）
　当連結会計年度の連結貸借対照表に計上したのれんの金額は276百万円であります。
　企業結合により取得したのれんは、連結子会社の今後の事業活動によって期待される将来の超過収益力
として、取得原価と連結子会社の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その
効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
　連結子会社の株式取得時に利用した当初の事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積
りの不確実性があります。事業環境等に変化があった場合、当社及び連結子会社の業績に影響を及ぼす可
能性があります。
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2026/05/26 18:14:03 / 25301252_株式会社富士ピー・エス_招集通知

連結注記表

建物・構築物 2,301百万円
土地 2,735百万円

計 5,037百万円

短期借入金 9,957百万円
長期借入金 555百万円

計 10,512百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 11,806百万円

受取手形 　769百万円
完成工事未収入金等 3,282百万円

完成工事未収入金等 17,667百万円

　普通株式 18,602千株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ５ 月 2 1 日
取 締 役 会 普通株式 234 13.00 2025年３月31日 2025年６月６日

【連結貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
　　担保に供している資産

　　担保に係る債務

３．受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

４．受取手形・完成工事未収入金等のうち、契約資産の金額

５．未成工事受入金はすべて契約負債であります。

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

２．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額

（注）2025年５月21日取締役会の決議による配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」の信託財産と
して三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））
が保有する当社株式に対する配当金４百万円を含めております。
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決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年５月22日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 396 22.00 2026年３月31日 2026年６月10日

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

　資　産
投資有価証券 66 66 －
　負　債
長期借入金(１年内返済予定を含む) 612 593 19

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　（予定）

（注）2026年５月22日取締役会の決議による配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」の信託財産と
して三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））
が保有する当社株式に対する配当金７百万円を含めております。

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

　当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀行等金
融機関からの借入によっております。
　受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスク低減を図ってお
ります。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っておりま
す。
　支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。また、借入金の使途は、
主に運転資金又は設備投資に係る資金であります。
　なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま
す。
　なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額108百万円）は、「投資有価証券」には含めており
ません。

　資　産
　現金預金、受取手形・完成工事未収入金等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似
していることから、記載を省略しております。
　負　債
　支払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、記載を省略しております。
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区 分
時 価 （ 百 万 円 ）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投 資 有 価 証 券 66 － － 66

区 分
時 価 （ 百 万 円 ）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長 期 借 入 金 － 593 － 593

３．金融資産の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融資産の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
　　　　　　　　時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額と、当初債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント その他
（注） 合計

土木事業 建築事業 計
一定の期間にわたり移転される財 21,041 8,857 29,899 － 29,899

一時点で移転される財 2,012 226 2,238 － 2,238

顧客との契約から生じる収益 23,053 9,084 32,137 － 32,137

その他の収益 － － － 92 92

外部顧客への収益 23,053 9,084 32,137 92 32,230

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円)

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び建設
　　　機材のリース等であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　①土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業

　土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業は、請負事業であり、顧客との工事請負契約に基づ
き建設工事を行う義務を負っております。
　当該請負工事契約においては、当社グループの義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出
又は増価に連れて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義
務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度を見積も
り、当該進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。
　なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積もり方法は、見積原価に対する実際原価の割合（インプット
法）で算出しております。
　ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、履行義務を充足する際に発
生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準によって収益を認識しております。
　また、工事請負契約において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点
までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収
益を認識しております。
　なお、土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業の取引の対価は、工事の進捗に応じて受領し
ており、重要な金融要素は含まれておりません。
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（単位：百万円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,814
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,051
契約資産（期首残高） 17,723
契約資産（期末残高） 17,667
契約負債（期首残高） 512
契約負債（期末残高） 527

　②土木事業（マクラギ製造・販売）
　土木事業の一部においてマクラギの製造・販売を行っております。マクラギの製造・販売は、顧客との間
で取り交わした注文書、注文請書に基づき、当社の保有する資産（マクラギ）を引き渡す義務を負っており
ます。
　従いまして、当該注文に基づき、当社の保有する資産を顧客に引き渡した一時点で、顧客が当該資産に係
る支配を獲得することから、顧客がこれを検収した時点で収益を認識しております。
　なお、土木事業（マクラギ製造・販売）の取引の対価は、短期的に受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　①契約資産及び契約負債の残高等

（注）当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は512百万円であり
　　　ます。
　　　また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益は、1,297百万円であ
　　　ります。これは、主に追加工事の獲得によるものであります。

　②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループの未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、当連結会計年度末において44,273百万円
であります。当該履行義務は、土木事業・建築事業における工事請負契約に関するものであり、土木事業で
は主に１年から５年の間に、建築事業では主に１年から３年の間に収益を認識することを見込んでおりま
す。
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１株当たり純資産額 744円03銭
１株当たり当期純利益 56円23銭

【１株当たり情報に関する注記】

（注）株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信託」に残存する自社の株式は、
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する株式に含めております。また、１株当
たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
なお、当連結会計年度において、「役員向け株式交付信託」の期末株式数は345千株、期中平均株式数
は348千株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。

【その他の注記】
　（取締役に対する株式報酬制度）
　当社は、当社取締役（社外取締役を除く）の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価
の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す
る意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております。
　なお、当社と委任契約を締結している執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の株式報酬制度
を導入しております。
（１）取引の概要
　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与する
ポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度で
す。
　なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
　また、上記の連結会計年度末の負担見込額については、株式給付引当金として計上しております。
（２）信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式
として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末164百万円、345千株で
あります。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,379 1,711 59 1,770 8,260 △395 12,014
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234 △234
当 期 純 利 益 955 955
自 己 株 式 の 処 分 5 5
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 721 5 727
当 期 末 残 高 2,379 1,711 59 1,770 8,981 △389 12,741

評価・換算差額等
純 資 産
合　　計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

評価・換算
差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 △1 △1 12,012
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234
当 期 純 利 益 955
自 己 株 式 の 処 分 5
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 12 12 12

当 期 変 動 額 合 計 12 12 740
当 期 末 残 高 11 11 12,752

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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重要な会計方針

１　有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
　移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法 製品………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金…個別法による原価法
材料貯蔵品………移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く）…主として定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物、構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 ～50年
機械及び装置、車両運搬具、工具器具・備品　　　 2 ～12年

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
４　引当金の計上基準 ⑴ 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収
可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
⑵ 完成工事補償引当金
　完成工事等に係る契約不適合責任に備えるため、過去の実績に基づ
く将来の補償見込額を計上しております。
⑶ 工事損失引当金
　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事の
うち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積も
ることが可能な工事について、損失見込相当額を個別に見積もり、同
額を引当計上しております。
⑷ 株式給付引当金
　株式交付規程に基づく、当社取締役（社外取締役を除く）及び執行
役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給
付債務の見込額に基づき計上しております。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

－ 17 －



2026/05/26 18:14:03 / 25301252_株式会社富士ピー・エス_招集通知

重要な会計方針

４　引当金の計上基準 ⑸ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理して
おります。
　なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び
未認識過去勤務費用を加減した額を超過している場合には、前払年金
費用として計上しております。

５　収益及び費用の計上基準 　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており
ます。なお、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識
する通常の時点については、連結計算書類【収益認識に関する注記】
に記載のとおりであります。
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重要な会計方針

【会計上の見積りに関する注記】
（一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事収益総額及び工事原価総額の見積り）

　当事業年度における売上高のうち、一定の期間にわたり収益を認識する方法により計上した売上高は
28,768百万円であります。
　土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業は、請負事業であり、顧客との工事請負契約に基づ
き建設工事を行う義務を負っております。土木事業（マクラギ製造・販売を除く）及び建築事業における請
負工事契約に基づく履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の
進捗に応じて充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識してお
ります。
　一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は、工事収益総額に履行義務の充足に係る進捗度を
乗じて算定しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、工事原価総額に対する発生原価の
割合（インプット法）で算出しております。
　工事収益総額には、当事者間において工事内容の変更等が合意されているが、その対価が契約書等により
確定していないものが含まれております。工事内容の変更等に対する対価が確定していないものについて
は、当事者間において合意した工事内容に基づき契約条件等を考慮して見積りを行っております。
　工事原価総額は、工事の着工時にその時点の工事内容に基づき費目別や工種別に数量と単価の見積りを行
い、工事の進捗状況や工事内容の変更等に応じて見積りの見直しを行っております。
　工事収益総額及び工事原価総額の見積りについては、工事の進捗状況や工事内容の変更等により、その見
積りを継続的に見直しております。工事請負契約は、契約ごとに工事内容が異なり、また、契約によっては
工事内容が変更される個別性の強いものであり、工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、一定の仮定や
判断を伴い不確実性があるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（関係会社株式の評価）
　当事業年度の貸借対照表に計上した関係会社株式は710百万円であります。
　関係会社株式は、実質価額が著しく低下した場合を除き、取得価額で貸借対照表に計上しておりますが、
一部の関係会社の取得価額には、今後の事業活動によって期待される将来の超過収益力が含まれておりま
す。
　関係会社の株式取得時に利用した当初の事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積りの
不確実性があります。事業環境等に変化があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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重要な会計方針

建物 2,173百万円
土地 2,641百万円

計 4,814百万円

短期借入金 9,940百万円
長期借入金 460百万円

計 10,400百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 11,481百万円

短期金銭債権 23百万円
短期金銭債務 13百万円

　　　売上原価 28百万円
　　　販売費及び一般管理費 64百万円
　　営業取引以外の取引高 51百万円

普通株式 937千株

【貸借対照表に関する注記】
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務
　　担保に供している資産

　　担保に係る債務

３. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

【損益計算書に関する注記】
　　関係会社との取引高
　　　営業取引による取引高

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（注）当事業年度末の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として三井住友信託銀行株式会社
（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））が保有する株式345千株を含めておりま
す。

【税効果会計に関する注記】
　　繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却費（74百万円）、退職給付引当金（266百万円）、未払費

用106百万円）、減損損失（20百万円）であります。
　なお、繰延税金資産から控除された金額（評価性引当額）は213百万円であります。
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重要な会計方針

子会社及び関連会社等 　　（単位：百万円)

種類 会社等の名称 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子会社 駿河技建
株式会社

所有
直接100％

役員の兼任
工事の外注

出向者負担金
受入

(注)１
33 未収入金 5

工事外注等
(注)2 8 工事未払金 2

１株当たり純資産額 721円94銭
１株当たり当期純利益 54円11銭

【関連当事者との取引に関する注記】

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．駿河技建株式会社への出向者の派遣に伴う負担金については、当社の規程に基づき、双方協議のう

え決定しております。
２．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、一般の取引先と同様の条件としております。

【収益認識に関する注記】
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結計算書類【収益認識に関する注
記】に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

（注）株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信託」に残存する自社の株式は、
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する株式に含めております。また、１株当
たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
なお、当事業年度において、「役員向け株式交付信託」の期末株式数は345千株、期中平均株式数は
348千株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。

【その他の注記】
（取締役に対する株式報酬制度）

連結計算書類【その他の注記】に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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